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Ⅰ はじめに

大学生は自身や環境の変化に応じて多様な困りごとや
悩みを抱える可能性がある存在である。大学生活において
は、「心身症状」、「対人関係」、「修学問題」といった
順で訴えが多い１）ことが知られている。また、奥野２）は「学
生生活サイクル」の考えを引用し、入学から卒業までの期
間に相談テーマや心理学的特徴が移り変わっていくこと
を示している。そのため、大学の保健室では健康診断の実
施や感染症予防における対策、日々の学生の体調不良の対
応等、大学における保健管理センターとしての役割を担っ
ている。その中で学生のメンタルヘルス不調への対応など
さらなる機能の充実が求められている。

大学内の保健室において精神保健に習熟したスタッフ
の存在は不可欠であるが、後述の通りＡ大学においては長
年、保健室はこうした役割を十分に果たせていなかった。
現在では、様々な専門性を持つスタッフが保健室運営に携
わっており、支援体制が整いつつあるものの今後、より良
い支援体制を模索し、4年間の学生生活における学びと成
長を促すためには、来談学生の相談実態をより丁寧に把握
することが有益と考える。

このような背景から、本稿ではメンタルヘルスケアの実
施状況、来談学生について検討・考察することにより、ア
クセス性と利用価値の高い支援体制の構築を目的とする。

Ⅱ Ａ大学カウンセリング事業の概要

2021年度11月からカウンセリング事業を試行的に開始
し、2022年度からB医療法人に業務委託をしており、年末年
始を除く各週１日４時間以上、大学のカウンセリングを主
とした大学内に医師、看護師及び公認心理師を常駐させ、
学生等の要望等に基づき、基本的に50分単位のカウンセリ
ングを実施している。最初に保健室スタッフによる聞き取
りを行い、スタッフそれぞれの専門性に基づいて、医療的
ケアが必要であると判断された学生は、精神科医あるいは
他診療科の専門医に紹介され、医療的ケアが不要と判断さ
れた学生は公認心理師に紹介される。

また、2022年度より入学時の精神的健康に関するスクリ
ーニング調査の内容を見直して実施している。

Ⅲ 研究方法

１．調査の時期と対象
Ａ大学の2021年11月～2022年7月までにカウンセリング

を受けた25名の学生

２．研究内容
これまでの保健室の体制の変化をまとめ、今後の課題を

検討した。また、対象となった25名の学生の基本属性と大
学全体の基本属性、来談のきっかけや対応者、経過などの
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大学の保健室では、健康診断の実施や感染症の予防、日々の体調不良の対応等、大学における保健管理セン
ターとしての役割を担っている。その中で学生のメンタルヘルス不調への対応など、さらなる機能が求められ
ている。本稿では、Ａ大学のカウンセリングを受けた学生25名の基本属性や相談内容の傾向、来談のきっかけ、
現在の経過などから、学生のメンタルヘルスに関する困りごとや悩みに対して検討した。その結果、カウンセ
リングを受けた学生の割合は全体の学生の3.2％、来談のきっかけは「自発来談」が最も多く、相談内容の分類
では「精神衛生・心身健康」が最も多いことが明らかになった。今後の課題として、①全学生を対象としたカ
ウンセリング以外の心理的サポートの必要性、②メンタルヘルスの不調への気づきを促し、予防できるような
取り組み、③相談に繋がらない学生への対応として、学生や教員に周知するような取り組みが必要であること
が示唆された。
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データを用いて、保健室スタッフとB医療法人のスタッフ
で検討・考察を行った。

なお、相談内容については、来談学生の主訴が記載され
たカウンセリング記録や保健調査からデータを抽出し，日
本学生相談学会全国調査（2021）の分類にあわせて、10の
内容について、主分類と副分類に分類した。主分類は、来
談時の主訴をベースとしつつ、経過の中で相談内容の中核
であると思われる内容で分類している。一般的に相談内容
は複雑であることが多く、１つの項目で分類できないと判
断されたケースは副分類を付与する形を取っている。主分
類はすべてのケースに付与し、副分類は必要であると判断
されたケースにのみ付与した。また分類に際しては、実際
にカウンセリングを実施した B医療法人の精神科医・公
認心理師と看護師らが複数回検討を行った。

３．倫理的配慮
A大学が入学時と学年進級時に実施する保健調査票に

記載されているデータ、カウンセリング記録を使用した。
それぞれの職種が求められる守秘義務を厳守し、個人の特
定ができないように最大限の注意を払った。学術的な公表
に関する同意取得については、国の倫理規定に従って、オ
プトアウト方式とし、保健管理センター（大学保健室なら
びにカウンセリング室）内に説明文を掲示した。

なお、本研究は新見公立大学研究倫理審査委員会の承認
（承認番号：249）を得ている。

Ⅳ 結果および考察

１．保健室におけるカウンセリング実施体制
カウンセリング業務を含めた保健室の体制についての

経過を表１に示す。
表1にあるように、保健室を開設して以降、週に数日勤務

だった専任職員が、開設5年目には増員となり、交代制で週
5日勤務の体制が整った。

各大学がカウンセリングに関して連携している学外機
関は「医療機関・学生のかかりつけ医」が最も多く、85.6%
の大学が連携していると回答している３）。このように今日
では医療機関との連携は必須であると言える。A大学で
は、B医療法人にカウンセリング業務を委託したことで、保
健室と連携先であるB医療法人のスタッフとの連携がスム
ーズにおこなえるようになった。さらに、医療的ケアが必
要と判断された場合の診察予約なども大学内で対応可能
である。学生支援機構の調査（2020）で明らかになった各
大学が今後、学校単独では最も実施困難と回答した「精神
的危機の状況にある学生への対応」も対応可能となり、そ
の後の医療機関受診後の経過の共有も図れるようになっ
た。このように，A大学において，包括的な支援の実現へ
近づいており，学生の悩みへアプローチできる体制は整い
つつある。

一方で、学生相談機関としての機能は、カウンセリング
業務に留まっていると言える。早坂４）は、学生相談機関は
全ての学生の心理・社会的発達の支援が目的であり、全学
生を対象とした教育・啓発活動、アウトリーチ活動も欠か
せないと指摘している。今後、カウンセリング業務のみな
らず、心理教育やピアサポーター養成など、全学生を対象
とした活動を展開していくべきであろう。

2．学生の基本属性・カウンセリング実施状況
調査期間にカウンセリングを受けた学生の基本属性とA
大学の学生全体の基本属性を表2として示す。
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表１．保健室の体制
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次に、来談のきっかけ、対応者、カウンセリングの経過、
延べ人数を表3に示す。A大学ではカウンセリングを受け
る前に保健管理センター長、保健室スタッフ（養護教諭・
保健師）が聞き取りを実施している。そのため来談のきっ
かけは、保健室へ最初に相談を持ち込んだ際に聞き取った
内容をもとに分類している。また，入学時調査とは入学時
に実施しているUPI-27NTを用いたスクリーニング調査を
指す。なお、カウンセリングの経過ではn＝26となってい
る。これは公認心理師が学内でカウンセリングを継続しな
がら、精神科医による精神科的治療を並行して受けている
学生もいるためである。

表2で示したように、A大学の学生770名のうち、カウン
セリングを受けた学生は25名であり、カウンセリングを受
けた学生の割合は全体の学生の3.2％であった。大学におけ
る学生相談室への来談率の平均は2012年度4.7％、2015年度
4.9％、2018年度4.5％５）という結果と比較すると、やや低い
傾向にある。来談したきっかけとして、教職員に勧められ
た学生よりも自発来談した学生が多いことから、何か困り
ごとや悩みを抱えた際に、保健室へ行って相談しようと考
える学生が多いことを示していると考えられる。

一方で、教職員によって保健室への来室を勧められる学
生、入学時に行っているスクリーニング調査をきっかけと
して来談する学生は少ないと言える。木村６）は、教職員が
学生の悩みに気づき、必要に応じて専門的な相談機関であ
る学生相談機関の利用を勧めたり、つなげることの重要性
を主張しつつ、教職員が学生に学生相談機関を勧める際に
感じる困難と工夫を明らかにしている。A大学でも、これ
まで得られた知見や他大学の取組を取り入れ、より教職員
が来談を勧めやすい保健室を形作る必要があるだろう。ス
クリーニング調査をきっかけとして来談する学生が少な
い理由として、調査対象が入学間もない1年生であり、困り
ごとや悩みを相談することへのハードルが高かったこと
が考えられる。このスクリーニング調査は2022年に調査内
容を一部変更して実施したが、困りごとや悩みを抱える学
生をより早期に発見することを目指し、今後も改良を加え
つつ、取り組みを続けていく必要がある。

次にカウンセリングの対応者について考察する。表3で
示したように、A大学では保健室スタッフによる聞き取り
の後、精神科医、公認心理師によるカウンセリングを実施
している。聞き取りを行ったスタッフそれぞれの専門性に
基づいて、医療的ケアが必要であると見立てられた学生
は、精神科医に紹介され、医療的ケアが不要と見立てられ
た学生は公認心理師に紹介されることとなる。しかし、カ
ウンセリングを継続していく中で、医療的ケアが不要であ
ると見立てられた学生も、その後の経過によっては公認心
理師から精神科医に繋ぐケースもある。また、実際には精
神科的ケアが必要であると見立てられる学生であっても、
精神科医と面談を行うことに否定的である場合も少なく
ない。

A大学では、このようなケースの場合、学生に情報を共
有する許可を得た上で、公認心理師から精神科医に状況を
説明し、カウンセリングを実施するにあたって、治療の方
針を共有するように努めている。そして、カウンセリング
を通して学生との信頼関係を築くことで、精神科的ケアを
受けることへの抵抗感を和らげ、学生と精神科医を繋げる
ことも可能となる場合もあるだろう。

3．相談内容の分類について 
学生相談学会（2021）７）の分類に合わせて、25人の相談
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表２．カウンセリング事業の対象学生および学生全体の基本属性

表３．来談のきっかけ、カウンセリング対応者、経過、延べ人数

n=25



内容を主分類・副分類として分類したグラフを示す（図
1）。

相談内容の具体例は以下の通りである。
１．学業：学校に行けない、勉強についていけないなど

の悩み。実習に関する悩みも含む。
２．進路・就職：退学・休学に関する悩み
３．対人関係：友人や異性、家族との関係についての悩

み
４．心理・性格：自身の性格についての悩みや自分自身

について知りたいなど
５．不適応・不満：大学という新環境への不適応。大学

への不満など
６．精神衛生・心身健康：不安、不眠、抑うつ、希死念

慮、自傷行為等の神経症的症状、統合失調症や双極性
障害といった精神病的症状など

７．経済的問題：大学の学費や生活費に関する悩み
８．ハラスメント：大学やアルバイト先でのハラスメン

トに関する悩み
９．LGBT等性の問題：LGBT等に関する問題
10．その他：上記9項目に当てはまらない悩み

今回、「不適応・不満」、「経済的問題」、「ハラスメ
ント」、「LGBT等性の問題」の4項目に当てはまる悩みを
抱えた学生がカウンセリングの対象となることはなかっ
た。以下では、今回用いた分類の限界と4項目の悩みを抱え
た学生が来室しなかった理由について考察することとす
る。

本研究で用いた分類は学生相談学会（2021）が使用して
いるものだが、その分類にA大学の学生の相談内容を当て
はめることに限界があると明らかになった。例えば、「学
業」に分類した相談内容の多くは実習に関する相談であ
り、授業を受けることに関しては問題のない学生も多かっ
た。本来、相談内容を分類する目的は、その相談機関に来

室するクライエントの相談内容にどのような内容が多い
か把握し、今後の活動の指針を立てるためであろう。相談
内容はその大学の支援体制や学科、男女比などの特色によ
って、大きく異なることは想像に難くない。実際に、相談
内容の分類を各大学の報告８）９）10）間で比較すると、微妙に
内容が異なっている。その観点から見れば、A大学の学生
の相談内容に適した分類を用いることが、実際のカウンセ
リング業務に即した工夫や取組を検討するための足掛か
りになると言える。今後は、相談内容の分類について再考
する必要があるだろう。

次に、「不適応・不満」、「経済的問題」、「ハラスメ
ント」、「LGBT等性の問題」の4項目に当てはまる相談が
0件であった理由について第一にA大学の学生支援の体制
による影響が大きいと推測される。先述のようにA大学で
は、保健管理センター長、保健室スタッフが最初に聞き取
りを行っているため、「経済的問題」などメンタル面の相
談以外の場合は、カウンセリングの対象とはならず、大学
内の相応しい部署で対応している為と考えられる。

第二に上記の悩みを抱えていてながらも、相談に来てい
ない学生の存在が考えられる。このような学生について
は、援助要請という観点から、研究が続けられており11）12）13）

14）、これらの知見を取り入れて、より学生が相談しやすい
環境を整えていく必要があるだろう。

Ⅴ 学生メンタルヘルスケアに関する今後の課題

本稿における考察の過程で、以下のような今後取り組む
べき課題が明らかとなった。
１．スクリーニング調査の実施についての課題

新入生を対象としたスクリーニング調査からカウンセ
リングに繋がった学生は1名のみであった。現在、スクリー
ニング調査の結果から、面談が必要であると判断された学
生に対して、保健室への来室を促す文章を学内ネットワー
ク上で通知しているが、奏功していないと言えるだろう。
その理由の１つとして、対象が入学間もない新入生であ
り、相談へのハードルの高さが起因していると考えられ
る。今後、入学間もない学生も相談しやすい保健室のあり
方を検討すべきであろう。

また、今後は新入生のみならず、在学生にも労働者を対
象にしたストレスチェック制度のように、全学年を対象と
して実施し、学生自身のメンタルヘルスの不調などへの気
づきを促し、予防できるような取り組みが必要ではないか
と考えられる。実施のタイミングについては、進級のタイ
ミング以外にも、メンタルヘルスに不調を抱えやすいと思
われる実習の前など、A大学の学生の傾向から柔軟に検討
していくべきであろう。
２．悩みを抱えていながら、相談に繋がらない学生への対
応
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カウンセリングを受けていない学生の中にも、学生生活
に問題を抱えている可能性が高い学生が一定の割合で存
在する15）ことや、カウンセリングに自発来談する学生だけ
が悩みや課題を抱えているわけではない。むしろ、それ以
外の学生の中に、漠然とした不安を抱えながら主体的に取
り組む糸口を見つけられずにいる者が多く存在している16）

との報告があることから、より来談しやすいように取り組
みを続ける必要がある。

取り組みの1つとして、広報活動が挙げられる。伊藤17）や
福森18）は学生相談機関への来談率を高め、利用を促すため
に、学生相談機関の存在や活動内容、機能、役割について
広報していくことが重要であると指摘している。具体的に
は、小池・若井・益田19）が広報活動の内容について、ポス
ターやホームページに費用や相談室の間取り、相談申し込
みから終結までのプロセスを掲載することを提案してい
る。また、利光20）は実際の取り組みとして、相談室便りを
毎月発行し、学生や教員に配布することを挙げている。現
在、A大学では今年度から開始したカウンセリング相談の
利用を促す取り組みとして、大学のパンフレットにて、保
健室の取り組みを紹介しているほか、新入生を対象に5月
に開催された健康教育講演会での案内を実施しているが、
今後、新たな取り組みを実施する必要があることが示唆さ
れた。

Ⅵ 本稿の限界と今後の展望

今回用いた25名のデータは限られた期間にカウンセリ
ングの対象となった学生であり、A大学の学生の傾向を示
すには不十分である。今後も継続して検討する必要性があ
る。
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An Examination of  Student Mental Health Care at the University Health Office and future tasks
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Summary
University health offices are required to respond to students' mental health problems. a survey of 25 students at university A

revealed that 3.2% of all students received counseling, that the reason for the visit was spontaneous, and that the most common
category of counseling was "mental health/physical and mental health. The results suggest the need for (1) psychological support other
than counseling for all students, (2) a support system to promote awareness of mental health problems, and (3) efforts to inform
students and faculty of students who are not connected to counseling.
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